
早寝・早起き・朝ご飯で生活のリズムを整えましょう！ 

生活指導だより 

第 ４ ５ 号 そろえる 

溝 辺 中 学 校 

令和５年９月１日発行 

★「いじめ問題を考える週間」９月１日～１０日★ 

霧島市では、毎学期初めを「いじめ問題を考える週間」と設定し、各学

校において家庭や地域、関係機関等と連携を図りながら自校におけるいじ

めの未然防止に向けた取組を行っています。溝辺中学校では、９月１日か

ら１０日を２学期の「いじめ問題を考える週間」として「いじめは絶対に

許されるものではない」という雰囲気を学校全体に醸成していくととも

に、生徒一人一人が、いじめに向かわない態度や能力を育成していきます。 

 

いじめは、卑怯なことで絶対に許されない行為 

○ いじめる人の心 

 ・ いじめる人のストレス（自分のストレスを弱い者への攻撃によって解消しようとする） 

 ・ 自分と違う考えの人を「嫌だ」「許せない」と思う感情 

 ・ ねたみや嫉妬  ・ 遊びやふざけ 

・ 自分がいじめられたくないから 

〇 いじめをする側（加害者）とは、 

  いじめは意識的・集団的に行われることがほとんどで、ある個人を意図的（わざと）に孤 

立（ぼっちに）させようとする集団が多く見られます。 

 

いじめをする側（加害者）とは いじめる側の事で、直接指示をしたりいじめの集団の 

中心的人物だけでなく、はやし立てたり面白がったりする存在（観衆という）や周辺で暗 

黙の了解を与える存在（傍観者という）もいじめをする側（加害者）となります。     

 
○ どのようないじめがあるの       

 小･中･高とも「冷やかし･からかい」が最も多く、 
小学校では「冷やかし･からかい（66%）」→「仲間はずれ」→ 「言葉での脅し」、中 
学校では「冷やかし･からかい（64%）」→「言葉での脅し」→ 「暴力」と続きますが、 
その人が嫌われるように噂を流す(手紙、うわさ話、ネットいじめ)。嫌がることをさせる。 
持ち物を隠す。落書きをする。差別する。など 

○ いじめられる側（被害者）は     
いじめられる人は友だちとの関係を断ち切られ、絶望的な心理状態に追い込まれます。 
 

溝辺中学校いじめ撲滅宣言 

一 私たちは、いじめを絶対に許しません 

一 私たちは、いじめられている人を決して無視しません 

一 私たちは、人の気持ちを考えて行動します 

一 私たちは、困っている人がいたら、優しく手を差し伸べます 
 

○ 悩みや気になることがあれば、いつでも学校へご連絡ください。※裏面もご覧ください。 
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